
１ 主旨 

● 過去の被災都市（熊本市、仙台市、神戸市）では、最前線の区役所、特に避難所対

応で大幅な人員不足が生じ、災害対応全般に多大な支障を及ぼした。 

● こうした状況を踏まえ、南海トラフ巨大地震を始めとした大規模災害の発災当初の

災害対応において、「避難所運営支援」を全庁体制で取り組む任務に位置づけ、人員

を重点的に配置（＝区指定動員者の増員）する。 

２ これまでの経過 

平成２９年８月   庁内ワーキンググループ（係長級）を設置

区本部機能の強化策（区指定動員者の増員を含む）を検討 

平成３０年３月   本部会議で「区本部の機能強化の方向性について」を決定 

３ 増員に向けた考え方・対応 

●避難所必要人数

・避難所７９２か所 

・原則２名常駐（一部巡回）

＝ 約２,４００人 

●避難所従事可能人数 

・区役所職員（約６００名） 

・市税事務所職員（５５８名） 

・区指定動員者（７３２名）

＝ 約１,９００人 

約５００人が不足
（増員必要分）

●各局室において、人命救助・ライフライン維持・復旧に必要人員を確保しつつ、非常

時優先業務の開始時期や動員人員を見直し、増員必要分（約５００名）を捻出する。

●見直しにあたっては、現在、「区指定動員者ゼロ」の局室も含め、全庁的に対応する。 

４ 局別指定動員者数                      （単位：人）

区      分 
区指定動員者数

（現在）
増員数 

区指定動員者数 

（増員後）

総 括 部
（防 災 危 機 管 理局） 

０ ０ ０

庶 務 部
（総務局、市長室、行政委員会等）

１３７ ６１ １９８

経 理 部
（財政局、会計室）

１２０ ２６ １４６

市 民 経 済 部
（市 民 経 済 局）

９７ ５２ １４９

観 光 交 流 部
（観光文化交流局）

３２ １８ ５０

環 境 部
（環 境 局 ）

９１ １５ １０６

健 康 福 祉 部
（健 康 福 祉 局）

８２ ３０ １１２

病 院 部
（病 院 局 ）

６ ２ ８

子ども青少年部
（子ども青少年局）

２４ ２７ ５１

住 宅 都 市 部
（住 宅 都 市 局）

０ ５８ ５８

緑 政 土 木 部
（緑 政 土 木 局）

０ ４０ ４０

学 校 部
（教 育 委 員 会）

１４３ ７６ ２１９

消 防 部
（消 防 局 ）

０ ０ ０

上 下 水 道 部
（上 下 水 道 局）

０ ６１ ６１

交 通 部
（交 通 局 ）

０ ４４ ４４

計 ７３２ ５１０ １,２４２

※原則、派遣期間は 1 週間とし、初動の 3 日程度において態勢を見直す。なお、 
見直し方法は、市内の被害状況及び応急措置の推移、市民生活のライフライン
の維持・復旧状況、各部・区本部の実情等を総合的に勘案した上で決定する。

※機構改革や定員、除外者数の増減を踏まえた再計算は、原則、実施しない。 

５ 今後の予定 

平成３１年 1 月２１日 

３月２０日 

４月～

本部会議（局長級）の開催 ≪区指定動員増員の決定≫

本部会議（局長級）の開催 ≪本市ＢＣＰの改定≫ 

運用開始（研修、訓練の実施） 

区指定動員者の増員について（案）

必要人数（試算） ※南海トラフ巨大地震を想定

① 市民の命をつなぐ被災者対応業務を最優先で実施する。 

② 市民生活のライフライン維持のための業務は災害時でも継続する。 

③ 通常業務については可能な限り休止又は縮小する。 

見直しの視点

●区本部のさらなる人員体制強化を図るため、区指定動員者
を増員する。 

●増員にあたっては、各局室職員は、各局室の非常時優先業
務に最低限必要な人員を除き、原則、区指定動員者に指定
することとする。
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